
報告事項１

令和５年度事業報告書
自　令和 5 年 4 月 1 日
至　令和 6 年 3 月31日

　昨年を振り返りますと、ロシアによるウクライナ侵攻に端を発したエネルギー危機により、世
界的にインフレが発生、日本にもその波は押し寄せ物価が高騰し我が国の経済活動はもとより、
我々の家計や会員業者の営業環境にも大きな影響を及ぼしました。
　新型コロナウイルス感染症については、感染法上の位置付けが、 2 類から 5 類に移行し、人々
の移動や交流が活発化しました。特にインバウンドはコロナ禍以前に回復し、経済の活性化に大
きく寄与、今年も続くであろうと予想される中、人手不足が懸念されています。また、ChatGDP
などの生成ＡＩが瞬く間に普及し、今後はそのメリットやリスクについて、国内外で広く議論が
展開されていくと思われます。
　そのような中、１月１日、石川県能登地方を震源とする震度 7 の地震が発生し、北海道から九
州の広い範囲で揺れを観測し、沿岸部では津波も発生しました。被災された方々に心よりお見舞
い申し上げますとともに、被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。
　この地震では、徳島市でも震度 3 を観測しました。地震・津波に関しましては、徳島県も他人
事ではなく、防災へ取り組みの重要性を再認識させられました。南海トラフ巨大地震は30年以内
に70 ～ 80％の高い確率で発生するとされています。本会では災害時に必要とされる「借上型応
急仮設住宅」の確保について、徳島県からの協力要請を受け「大規模災害時における借り上げ可
能な民間賃貸住宅」の調査を行い、県に情報提供をいたしました。調査にご協力いただきました
皆様方には紙面をお借りしてお礼申し上げます。
　不動産業界においては、人口減少と少子高齢化に伴い、今後も増加が予想される空き家と所有
者不明土地への対応が喫緊の課題となっており、所有者不明土地については、その発生を抑制す
るため、本年４月より相続登記が義務化されました。空き家問題については、昨年12月、改正空
家対策推進特別措置法が施行され、空家等活用促進区域、管理活用支援法人制度がスタートしま
した。本会においても相談窓口を設置する他、市役所での相談会を実施するなど、その抑制に向
けた活動を展開しています。
　また、不動産ＤＸをはじめとするデジタル化の波が急速に押し寄せ、さらにインボイス制度の
開始や電子帳簿保存法が施行されるなど、新たな制度への対応に迫られています。
　このような状況の中、消費者保護と会員サービスを念頭に置き、安心・安全な不動産取引を通
じた地域社会の信頼確保と宅地建物取引業の健全な発展及び適正な運営の確保を目的に、本会が
掲げる公益目的事業の三本柱である「不動産に関する情報提供と社会への貢献事業」「不動産取
引啓発人材育成事業」「地域振興のための事業」を堅実に実施してまいりました。
　各事業の詳細について次のとおりであります。
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【公益目的事業１】
不動産に関する情報提供と社会への貢献事業

⑴　不動産流通情報システムの運用管理に関する事業
　　不動産流通情報システムの運用管理に関する事業は、不動産取引に際して必要な情報

を消費者に的確に提供するとともに、消費者からの情報提供の要求に迅速に対応するも
のである。

　　そのことを踏まえ、消費者から媒介を依頼された宅地建物取引業者が登録された当該
物件情報を検索することで情報を迅速に入手することができ、情報の円滑な流通及び取
引の透明化を図ることが公正な取引を促進し、消費者の利益の増進に繋がるものとの観
点から、媒介契約の実態を把握し、法令遵守の徹底、物件情報の正確性、消費者保護の
充実を目的として、昨年に続き媒介契約を締結した消費者を対象としたアンケート調査
を実施した。

⑵　ハトマークサイト活用のための維持管理に関する事業
　　この事業は、法律に基づく制度ではないが、宅地建物の購入者等の利益を保護し、宅

地建物取引の円滑な流通を促進するという観点からその情報を広く消費者一般に提供す
る事業である。

　　当会としては、会員の保有する物件情報が全宅連の運営するインターネット上の「ハ
トマークサイト」が消費者の物件選択肢を広げ、かつ消費者の利益保護に繋がるものと
して、登録促進に努めた。

　　また、情報提供活動として大規模災害時における被災者の住宅確保等のため、当サイ
トを活用して入居可能な賃貸住宅の情報提供が行えるよう物件情報のクリーニングを定
期的に行うなど、国民生活の安定向上に努めたところである。

⑶　レインズシステム、ハトマークサイトへの物件登録促進に関する事業
　　この事業は、不動産流通情報システムの運用管理に関する事業やハトマークサイト活

用のための維持管理に関する事業の成果を挙げる上にも重要であり、消費者に対し、よ
り正確な情報をより迅速に伝達するかを検討する事業であり、登録作業があまりにも複
雑で時間を要するものであったり、システムが効率的なものでなければ自ずから登録件
数は減少する。このことは法律の目的に照らしても避けなければならないこととして如
何に簡単且つ目的に合った登録システムを構築するかを協議、検討した。
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⑷　レインズシステム・ハトマークサイトに関する研修事業
　　宅地建物の情報を広く社会に提供する指定流通機構やハトマークサイトが適切に運用

されることは、宅地建物取引業法が定める目的である購入者の利益の保護及び宅地建物
の流通の円滑化に不可欠である。このことから、レインズ・ハトマークサイト等の利用
方法に関する研修を行うことにより、消費者が求める情報を迅速且つ的確に提供できる
よう、その手段としての各種ツールの利用方法を会員へ伝達することで会員を通じて消
費者利益の増進を図った。

⑸　レインズ、ハトマークサイト等のシステム及び関連するシステムの構築に関する調査
研究

　　この業務は、不動産流通システム業務と密接な関連があり、円滑な不動産流通と取引
の公正を確保するため本会に集積された情報をもとに不動産流通に関する各種制度の調
査研究を行う業務である。

　　また、関連団体等の不動産流通システム並びに物件情報サイト等の運用状況等を調査
研究し、各システムの充実を図ることで消費者からの情報提供請求に、より一層スムー
ズに対応できるよう努めるものである。

　　現在、レインズシステム、ハトマークサイトシステムは指定流通機構制度に基づき、
不動産流通業界が保有する物件情報を個人情報保護を考慮した上でインターネットによ
り提供している。しかしながら、利用者アンケートにおいて種々の要望があったことか
ら、これまで提供している情報に加えて、どのような情報提供が可能か、提供に当たっ
てはどのような対応が求められるかなど、システムの在り方を調査研究し、より良いシ
ステムを構築することが消費者へのより良い情報の提供に繋がるという認識のもとに、
常に調査研究を怠ることなくシステムの充実に努めるとともに、東日本・中部・近畿・
西日本の 4 機構が単一のシステムとして利用する、共通レインズシステムのさらなる利
用促進のため周知に努めた。

⑹　流通システム広報業務
　　広報誌やホームページを活用し、当該システム運営のサブセンターとして、宅地建物

取引業法遵守を徹底することを目的としてレインズへの物件情報の登録義務を周知する
ことで消費者からの情報提供請求に際し、迅速で的確な情報を提供することに努めた。

　　また、一般消費者に対してはレインズシステム並びにハトマークサイトシステムを周
知することで、これらシステムに関する消費者の知識習得を促進し、公正かつ自由な取
引の増進に努めた。
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　　なお、公益目的事業 1 の目的を達成するための他、空き家・アスベスト・所有者不明
土地、媒介報酬見直しなど、不動産の流通を阻害する多くの規制や障害の解消、会員業
者の営業環境の改善、地域住民の住環境の向上などを図るため、次のとおり要望活動を
積極的に行った。

　　令和 5 年 5 月 7 日　　後藤田正純氏との意見交換会
　　令和 5 年 6 月25日　　公明党山﨑正恭衆議院議員へ要望活動
　　令和 5 年 9 月 7 日　　自民党職域支部との意見交換会での要望活動
　　令和 5 年10月14・16日　県選出国会議員への税制改正・土地住宅政策に関する提言活動
　　令和 5 年11月 7 日　　県議会との顔合わせ会
　　令和 5 年11月30日　　全宅連中国・四国地区連絡懇話会での要望活動
　　その他、全宅連等の会議において、徳島県の現状を訴えた。

【公益目的事業２】
不動産取引啓発人材育成事業

⑴　不動産に関する相談業務
　　不動産取引について何らかの疑問やトラブルを抱えた一般消費者等からの相談に対し

て、専門的立場から適切な助言等を行うことにより、公正な不動産取引の確保及び促進
並びにその活性化による国民生活の安定向上、ひいては一般消費者の利益の擁護又は増
進に寄与することを目的として以下の事業を行った。

　〇　不動産無料相談所の定期開設事業
　　　電話、来所による相談受付は不動産会館において事務局職員が平日午前 9 時から午

後 5 時まで行い、相談員による対応が必要な案件については毎週金曜日（祝日・第 5
金曜日を除く）午後 1 時から 4 時まで相談員が応じた。

　　　また、会員の不動産に関する法律問題・税務問題についての相談に応じるため、毎
月第 1 ・第 3 金曜日の無料相談日に顧問弁護士・顧問税理士が相談に応じ、トラブル
の未然防止と会員の法律・税務に関する知識の向上を図る上で大変有益であった。

　　　令和 5 年度中における弁護士による相談処理件数は36件、税理士による相談処理件
数は26件に及んだ。

　　　なお、苦情受付件数は 0 件、一般相談件数は606件に上った。
　　　一般相談申出処理件数の詳細は次のとおりである。
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一 般 相 談 申 出 処 理 件 数
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相
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価
格
等
に
関
す
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相
談

国
土
法
・
都
計
法
に
関
す
る
相
談

空
き
家
・
空
土
地
に
関
す
る
相
談

計

4 月 2 13 3 5 6 1 0 1 1 21 1 1 0 4 59

5 月 4 9 2 2 16 0 0 0 1 19 2 0 0 5 60

6 月 1 9 7 4 15 0 2 0 1 16 0 1 0 2 58

7 月 2 5 3 3 11 0 1 0 1 17 0 1 0 1 45

8 月 5 9 4 2 16 0 2 0 2 19 0 4 1 3 67

9 月 2 6 3 3 10 0 2 0 2 11 0 0 0 3 42

10月 3 5 2 2 7 0 0 0 1 12 1 0 0 2 35

11月 4 5 3 1 10 1 1 0 0 6 0 4 0 0 35

12月 1 5 6 2 7 0 1 1 0 17 0 0 1 1 42

1 月 4 5 4 1 14 0 1 0 1 7 2 1 0 2 42

2 月 3 7 7 1 15 0 4 0 2 18 1 0 0 3 61

3 月 2 11 4 4 15 0 2 0 3 13 3 2 0 1 60

計 33 89 48 30 142 2 16 2 15 176 10 14 2 27 606

※ 空き家・空土地に関する相談は、徳島県空き家・空土地相談センターで受付

　〇　公共施設での不動産無料相談所の開設
　　　徳島市役所では毎月第 2 木曜日・第 4 火曜日、鳴門市役所では毎月第 3 火曜日、阿

南市役所では毎月第 2 火曜日、吉野川市役所で毎月第 3 金曜日に相談員を派遣し、地
元住民の不動産に係る相談に応じ県民の利益擁護に務めた。

　　　なお、各市での相談受付件数は、徳島市47件、鳴門市22件、阿南市23件、吉野川市
10件、合計102件受け付けた。受け付けた相談の詳細は次のとおりである。
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　〇　イベントでの無料相談業務の実施
　　　 9 月 9 日・10日、アスティとくしまで開催された、徳島新聞社主催「住まいと暮ら

しメッセ2023」にブース出展し、無料相談業務を行った。土地活用、相続、解体等 5
件の相談を受け付けた。

　〇　相談員に対する研修事業
　　　宅地建物取引業法関連の法令改正のみならず、不動産取引に関連する民法等に関す

る研修会を開催し相談員の資質と業務処理の向上を図った。

⑵　会員の指導事業
　　毎年定期的に会員事業所の立入調査を行うことにより、事務所の形態や法で定められ

た取引士及び従業者の届出状況、業者票を含めた各種帳簿類の備え付け状況を把握し、
不備な点を指導することにより順法精神の向上を図り、消費者に安心を与え、信頼を得
ることのできる環境作りを目指している事業である。

　　本年度は11月 7 日・ 9 日の 2 日間、県下の会員事務所を巡回し、登録状況等の実態調
査を行うとともに、登録促進と消費者の利益保護に務めた。

⑶　会員の研修事業
　　宅建業者の研修事業については、宅地建物取引業者に対する研修を通じて、専門的知

識、技能等の普及や人材の育成を行うことにより、一般消費者に対し画一的な高度な情
報提供が行える環境が整い、宅地建物取引に関し適正な機会の確保と活性化を図り、法
令順守による公正な取引を促進させることで業者を通じて消費者の利益の擁護を図るこ
とを目的としている。
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計

件数 32 9 1 1 0 24 2 3 19 11 102
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　　　また、経験の浅い新規入会者が係わる紛争の発生率が高いことに鑑み、新規免許取
得者及び新規入会従業者等に対しては、徹底した研修体制の中で消費者保護に徹する
会員育成に努めた。

　　　さらに、これから不動産業を始めようとする人を対象に、宅地建物取引業務の基礎
知識、開業に向けての準備、個別相談等を内容としたセミナーを開催し、協会の正し
い理解と入会の促進を図った。

　　　実績は下記のとおりである。

　〇　会員及び一般消費者を対象とした研修会
　　　日　時　　令和 5 年 7 月 3 日
　　　場　所　　徳島グランヴィリオホテル
　　　テーマ　　重要事項説明書 実務で必須！最近の法令改正
　　　講　師　　㈱ときそう　代表取締役・不動産鑑定士　吉　野　荘　平　氏
　　　テーマ　　フラット35活用事例について
　　　講　師　　全宅住宅ローン㈱　村　岡　一　史　氏 

　　　日　時　　令和 5 年12月11日
　　　場　所　　徳島グランヴィリオホテル
　　　テーマ　　不動産にまつわる税金　～基本項目の解説～
　　　講　師　　協会顧問税理士　瀬　嶋　宏　典　氏
　　　テーマ　　「相続登記の義務化」及び「相続土地国庫帰属制度」について
　　　講　師　　司法書士法人ひとざい　司法書士　小　川　浩　司　氏

　〇　新規入会者対象研修会
　　　日　時　　令和 6 年 1 月29日
　　　場　所　　徳島グランヴィリオホテル
　　　テーマ　　 1 ．協会組織と活動状況について
　　　　　　　　 2 ．媒介契約と指定流通機構について
　　　　　　　　 3 ．宅地建物取引業者の役割と社会貢献について
　　　　　　　　 4 ．無料相談業務について
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　〇　不動産業新規開業支援セミナー
　　　日　時　　令和 6 年 2 月 7 日
　　　場　所　　徳島県不動産会館　 3 Ｆ会議室
　　　テーマ　　 1 ．宅地建物取引業務の基礎知識
　　　　　　　　 2 ．現役不動産業者の体験談
　　　　　　　　 3 ．開業に向けての準備
　　　　　　　　 4 ．宅建協会入会のメリット
　　　　　　　　 5 ．宅建業免許申請サポートについて
　　　　　　　　 6 ．質疑応答・個別相談

⑷　公正な不動産取引推進事業
　　本事業では、新聞の折り込み広告の事前審査を行う等、不動産広告における不当な顧

客の誘因を防止するなど「不動産の表示に関する公正競争規約」の適正な運用により、
不特定多数の一般消費者の利益の擁護に努めるとともに、一昨年に改正となった同規約
について、引き続き改正内容の周知徹底を図るとともに同規約違反の未然防止にも努めた。

　　本年度、事前審査を行った件数は181件に上り、消費者の不当な被害の未然防止と公
正な競争の確保に大きく貢献した。

　　また、四国 4 県の宅地建物取引業協会並びに全日本不動産協会の 8 団体で組織した四
国地区不動産公正取引協議会では、公正取引委員会から認定を受けた自主規制としての

「公正競争規約」の遵守に努めるとともに、その適正な運用に努めた。
　　さらに、四国 4 県の宅地建物取引業協会で組織した全宅連四国地区連絡懇話会、中国・

四国 9 県の宅地建物取引業協会で組織した全宅連中国・四国地区連絡会においては、構
成団体との意見交換、有識者による合同研修会を開催し、自らの資質の向上を通して国
民のより良い住環境の整備を図ることに努めた。

　　研修会の開催状況は次のとおりである。

　・全宅連中国・四国地区連絡会研修会
　　日　時　　令和 5 年11月30日
　　場　所　　広島コンベンションセンター
　　分科会　　会長・政策担当・流通担当・専務理事事務局の 4 分科会
　　テーマ　　全宅連推進事業等について
　　講　師　　（公社）全国宅地建物取引業協会連合会
　　　　　　　　事務局長　　　　　　木　幡　　　剛　氏
　　　　　　　　政策推進部課長補佐　川　島　大　佑　氏
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　　テーマ　　会員支援事業について

　　講　師　　（一社）全国賃貸不動産管理業協会

　　　　　　　　会　　長　佐々木　正　勝　氏

　　　　　　　（一財）ハトマーク支援機構

　　　　　　　　理 事 長　津　村　義　康　氏

　　テーマ　　宅建企業年金基金について

　　講　師　　宅建企業年金基金

　　　　　　　　理 事 長　日　向　孝　吉　氏

　　　　　　　　常務理事　竹　内　保　彦　氏

　・全宅連四国地区連絡懇話会・四国地区不動産公正取引協議会合同研修会

　　日　時　　令和 6 年 3 月 6 日

　　場　所　　ザ クラウンパレス新阪急高知

　　テーマ　　植物分類学者　牧野富太郎について

　　講　師　　高知県立牧野植物園

　　　　　　　　草花活用支援専門員　藤　井　聖　子　氏

　　テーマ　　不動産広告の基礎知識

　　講　師　　（公社）首都圏不動産公正取引協議会

　　　　　　　　事務局長　佐　藤　友　宏　氏

⑸　宅地建物取引士法定講習事業

　　消費者に対し、不動産購入等の意思決定をする段階で必要な重要事項を専門的見識か

ら説明を行う宅地建物取引士に対し、宅地建物取引業法施行規則第14条の17に基づく徳

島県知事が指定する講習実施団体として令和 5 年度は 4 回開催した。

　　本講習は宅地建物取引士証の交付を受けるために必要であるため、講習の開催により

取引士数の増加を図り、これによる安全な不動産取引の促進と不動産取引の活性化を目

的としている。

　　開催の状況は次のとおりである。

　　第 1 回

　　　日　時　　令和 5 年 4 月27日

　　　場　所　　徳島グランヴィリオホテル

　　　受講者　　117名
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　　第 2 回

　　　日　時　　令和 5 年 9 月19日

　　　場　所　　徳島グランヴィリオホテル

　　　受講者　　112名

　　第 3 回

　　　日　時　　令和 5 年12月6日

　　　場　所　　徳島グランヴィリオホテル

　　　受講者　　68名

　　第 4 回

　　　日　時　　令和 6 年 2 月 6 日

　　　場　所　　徳島グランヴィリオホテル

　　　受講者　　80名

⑹　宅地建物取引士証交付事業

　　当事業は徳島県と締結した「宅地建物取引士資格登録申請書受付事務等委託契約」に

基づき、宅地建物取引業法第22条 2 に規定する宅地建物取引士証について交付申請、書

換交付申請、再交付申請の受付・審査を実施し、県へ当該申請書や登録件数の送付等の

事務を行うとともに、これらの申請に基づき宅地建物取引士証の作成事務を行うもので

あり、対象者は会員に限らず、徳島県で取引士証を取得している全ての者である。

　　宅地建物取引士には、取引の関係者から請求があったときは取引士証の提示義務があ

ることを考慮し、交付事務を迅速に行い、安全な不動産取引の推進に努めた。

⑺　宅地建物取引士資格試験受託業務

　　試験に関しては、宅地建物取引業法の定めに基づき、（一財）不動産適正取引推進機

構が徳島県の委託に基づき本会が実施しているところであるが、試験実施に際しては、

何よりも公平、公正を期することが重要であり、そのためには試験に直接携わる監督員

に対し徹底的な研修を行い、不正受験の皆無を目指すことで、真に取引士として相応し

い能力のあるものを輩出することが一般消費者の利益の擁護に繋がるとの観点に立ち、

受付から試験実施までの下記受託業務を適正に行った。

　　・会場確保

　　・申込案内の配布
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　　・各種照会への対応

　　・受験申込受付

　　・試験本部員、監督員、本部補助員の手配及び説明会の開催

　　・試験地における各公共交通機関との連絡調整

　　・試験当日の事務

　　・合格発表に関する事務

　　令和 5 年度の試験実施状況は次のとおりである。

　　　日　　時　　令和 5 年10月15日

　　　場　　所　　四国大学

　　　申込者数　　869名

　　　受験者数　　699名

　　　合格者数　　　98名

　　　合 格 率　　　14％

【公益目的事業 3】
地域振興のための事業

⑴　徳島県との提携の「大規模災害時における民間賃貸住宅の媒介に関する協定書」の内

容に対応する体制の整備に関する事業

　　本事業は、災害時の地域社会の健全な発展を目的として、現時点から地方公共団体と

連携した体制整備のために連絡調整等を行うものであり、この協定は徳島県地方防災計

画に基づき、徳島県が当会に対し、大規模災害時における民間賃貸住宅の媒介に関して

協力要請があったときに、当会が会員に対し民間賃貸住宅の情報提供を要請するととも

に、被災者への媒介を無償で行うことを定めたものである。そのため、当会は全会員の

連絡網を作成、周知することにより、交通網や通信網が不通となったときでも対応でき

る体制整備を図っており、正に不特定多数の者の利益の増進に寄与することを目的とし

た事業である。

　　本会としては、年々その発生確率が高まっている南海トラフ巨大地震に備え、県から

協定に基づく要請があれば速やかに情報提供ができるよう、精度の高い情報収集に努め

るとともに、本年も会員間の連絡体制の整備確認を行った。

　　さらに、大規模災害時には、住宅支援だけでなく、義捐金による支援も必要になると
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思われることから、前年度に引き続き災害見舞金規程に則り予算措置を講じた。

　　なお、令和 6 年能登半島地震に伴う災害見舞金・義援金については、本規程に基づき

50万円を石川県宅建協会へ贈呈した。

⑵　公共事業を実施する国・県・市・町等が事業用地に係る収用対象者に対し、用地提供

者が代替地を希望する場合、本会と締結した協定書に基づき代替地情報を提供する事業

　　公共事業を実施するに当たり、公共用地の収用対象者の代替地希望に応ずることは、

国土の利用、整備又は保全のために必要不可欠である。本業務は公共事業の実施主体か

らの要請に応じて、当会に会員が登録している物件情報の中から、要請に合った代替地

に関する情報を提供することであり、公共用地の収用対象者への支援事業として、また

公共事業の実施主体にとっては迅速な事業実施に繋がることである。

　　こうした観点に立ち、本事業の最重要課題である、より多くの情報量獲得のため、ま

た、精度の高い情報収集を行うため、本年も会員に対し物件登録の促進を要請した。

⑶　民間賃貸住宅の有効活用に関する業務

　　徳島県においては、南海・東南海地震をはじめとする大規模災害の発生時において、

財政力の弱い事業主体の管轄地で大量の災害公営住宅需要が発生すること、昭和40年代

から50年代前半に大量に建設された老朽化の進んでいる公営住宅や必要な耐震基準を満

たしていない公営住宅の建て替え等において、既入居者が家賃の上昇を理由に建て替え

住宅を望まず、家賃の低廉な近傍住宅を希望することが考えられること、過疎地での定

住促進や離職者支援（ＵＩＪターン）等のための公営住宅需要が発生することなどが予

測されている。

　　令和 5 年度にあっては、徳島県より大規模災害時に必要とされる「借上型応急仮設住

宅」の確保についての協力要請を受け、大規模災害時における借上げ可能な民間賃貸住

宅について、本会が所有している空室データの再調査及び新規物件の掘り起しを行い、

1398棟の物件情報を提供した。

⑷　市町村との空き家関連事業への協力

　　既に空き家対策の協定を締結済みの鳴門市・阿南市・吉野川市に加え、令和 6 年 3 月

26日、「小松島市における空家等対策の推進に関する連携協定」を締結した。

　　その他、各市町の空き家対策協議会に委員を派遣するなど、市町村が取り組む家問題

解決の一助として協力した。
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⑸　県下の空き家・空土地の有効活用のための無料相談会の実施

　　現在、徳島県においては全住宅に占める空家率が15％を超え、且つ老朽化による倒壊

の危険性のある空き家が年々増加傾向にある中で、そうした空き家・空土地の所有者で、

その活用方法が分らず、放置したままになっているケースが数多くあるとの声に応え、

平成27年に立ち上げた「徳島県空き家・空土地相談センター」において、毎週金曜日

（祝日・第 5 金曜日は除く）、午後 1 時から 4 時まで相談員が一般消費者の相談に応じた。

⑹　安心して暮らせる地域環境づくりに関する業務

　〇　徳島県警本部との「地域の安全対策に関する覚書」締結に係る事業

　　　本事業はアパート・マンション等の仲介、管理を業務としている当会会員の協力を

得て、県民が安全で安心して暮らせる徳島県の実現に貢献することを目的としたもの

で、本年度も会員の事務所に一人暮らしの女性等を対象とした犯罪の予防に向けた注

意喚起を促すパンフレットを設置し、女性等に注意を喚起するとともに、不審者、事

件・事故を認知した際の警察への情報提供に努めた。

　〇　暴力団排除に関する事業

　　　暴力団排除に向けた協力は、徳島県の「暴力団排除条例」に基づき、「暴力団員に

よる不当な行為の防止等に関する法律」の規定により公安委員会の指定を受けた「暴

力追放徳島県民センター」と密接な連携をとり、不動産売買並びに建物賃貸借等の不

動産取引において、暴力団の介入を防ぐよう、本会作成の重要事項説明書及び契約書

に暴力団排除に関する条文を明記する等の措置を講じているところである。

　〇「こども110番」等社会的弱者への対応

　　　会員店舗に県警指定のポスターを掲出するとともに、「こども110番」活動を通して

子どもの犯罪被害防止に努めるとともに、高齢者、障がい者、社会的弱者が安心して

暮らせる快適な住環境の整備に努めた。
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【その他の事業】
会員業者支援事業（他１）

⑴　宅地建物取引業者免許申請受付業務
　　・新規免許受付業務
　　・免許更新・変更等受付業務
　　・免許更新該当者データの管理・通知業務

⑵　会員のパソコン利用・普及に関する業務
　　パソコンの操作方法等全般について、会員からの要請に対応し、パソコンの利用・普

及に努めた。

⑶　広報誌発行等の広報業務
　　広報活動を通して協会の活動状況並びに無料相談業務の周知等について下記のとおり

広く県民にＰＲした。

　〇　会報誌「TOKUSHIMA TAKKEN」の発行とホームページ上での公開
　　　第 1 回　　第180号　令和 5 年 7 月 1 日発行
　　　第 2 回　　第181号　令和 5 年11月 1 日発行
　　　第 3 回　　第182号　令和 6 年 2 月 1 日発行
　　　 3 回に亘って発行し、協会の活動状況、各種会議・研修会等の報告、紙上研修、会

員の異動、文芸等内容の充実に努めた。
　　　また、その概要を協会ホームページ上に掲載し、活動状況等のＰＲに務めた。

　〇　全宅連広報の配布
　　　全宅連が発行している隔月広報誌「REAL PARTNER」を全会員に送付し、全宅

連の活動状況及び業界の現状等の伝達に努めた。

　〇　日刊新聞利用による広報
　　　徳島新聞を利用して、宅地建物取引士法定講習の日程、無料相談所における苦情解

決業務、協会への入会案内、物件検索サイト等、広く県民に広報した。
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会員研修業務（他２）

　業者向け研修会を下記のとおり支部単位で行った。

支部名 開催日 会　場　名 テーマ・講師

徳島中央 R 5 ．12．11 ザ・グランドパレス徳島
所有者不明土地の解消に向けての不動
産に関するルール改正について

㈲清福不動産　張　　　裕　信　氏

徳 島 北 R 5 ．12．12 パ ー ク ウ エ ス ト ン
家族信託の基礎
　徳島県行政書士会

会長　松　村　和　人　氏

徳 島 南 R 5 ．12．18 ザ・グランドパレス徳島
不動産業界におけるインボイス制度に
ついて

顧問税理士　瀬　嶋　宏　典　氏

鳴 門 R 5 ．12．8 に し 野
不動産に関する税制について
　税理士法人田中会計事務所

矢　部　奈　緒　氏

阿 南・
海 部　 R 5 ．12．5 ホ テ ル 石 松

成年後見制度の活用～制度の基礎知識
＆制度利用時の注意点～
　小笠原合同事務所

司法書士　小笠原　哲　二　氏

下 板 R 5 ．12．19 み ち よ 亭
相続登記の義務化について
　ゆあさ法律事務所

　司法書士　湯　浅　友　章　氏

県 央 R 5 ．12．5 セントラルホテル鴨島

・契約不適合責任について今後紛争と
なりうる事例とその対応

・実務に役立つ！令和 5 年度土地・住
宅税制改正のポイント

　ＷＥＢ研修

県 西 R 6 ．3 ．22 貞 光 ゆ う ゆ う 館
所有者不明土地の解消に向けての不動
産に関するルール改正について

㈲清福不動産　張　　　裕　信　氏
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福利厚生事業（他 3）

⑴　共済制度・提携事業に関する業務
　　下記について周知・加入促進・斡旋等に務めた。
　　　・全宅連厚生年金基金制度
　　　・宅建ファミリー共済制度
　　　・宅地建物取引士賠償責任保険
　　　・保険代理店制度
　　　・キャリアパーソン資格制度
　　　・（一社）全国賃貸不動産管理業協会

⑵　親睦・福利厚生に関する事業
　　　・新年互礼会
　　　・親睦旅行
　　　・宅建ゴルフ
　
　

【収益事業】
物品販売事業（収 1）

　　　・統一領収書・報酬額表・業者票等頒布品販売業務
　　　・免許申請、法定講習等に係る県証紙販売業務
　
　

【法人管理】
円滑な会務運営の実施

1 ．事業活動の効率的な推進と関係機関との連携強化
　　関係団体との連絡調整業務（会議等の開催状況は別記）
　　　・（公社）全国宅地建物取引業協会連合会
　　　・（公社）全国宅地建物取引業保証協会
　　　・（一社）全国賃貸不動産管理業協会
　　　・全国都道府県協会
　　　・全宅連中国・四国地区連絡会
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　　　・全宅連四国地区連絡懇話会
　　　・四国地区不動産公正取引協議会
　　　・その他

2 ．各種会議の開催（日時・出席者等は別記）
　　　・定時総会
　　　・理事会
　　　・常務会
　　　・支部長会
　　　・委員会・所員会
　　　・女性部会
　　　・青年部会
　　　・その他

3 ．表彰業務
　　　・協会功労者への表彰・行政への被表彰者の推薦

4 ．入会審査業務
　　　・審査規定による新規入会者の審査業務

5 ．入会促進業務
　　　・協会パンフレットの作成等入会促進業務

6 ．会員情報管理
　　　・会員台帳管理
　　　・会員名簿の発行
　

関係団体の行う諸事業への協力
　
　　　・（一社）全国賃貸不動産管理業協会への活動支援
　　　・暴力追放県民センターへの活動協力
　　　・提携住宅ローンの周知（全宅住宅ローン・ろうきんローン）
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健全な財務運営と適正な経理処理

1 ．組織整備
　　　・公益法人に係る調査研究

2 ．定款・諸規程整備
　　　・新定款の策定等諸規程の整備作業

3 ．支部の管理運営

4 ．財務・会計に係る業務
　　　・20年会計基準への処理対応
　　　・会費徴収等、会計に関する業務

5 ．会館管理業務
　　　・防犯、防災、設備、衛生等
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年　月　日 会　　議　　名　　・　　出　　席　　者

Ｒ　5．　4．　10 第 1 回青年部会役員会 出口部会長他 5 名　　　
11 阿南市役所不動産無料相談会 賀上尊夫氏・角田健造氏
13 徳島市役所不動産無料相談会 宮浦武夫氏・馬詰至宏氏
18 鳴門市役所不動産無料相談会 西山良伸氏・八木稔男氏
24 令和 4 年度下半期監査 監事 3 名　　　　　　　
〃 第 1 回常務会 清水会長他 7 名　　　　
25 徳島市役所不動産無料相談会 東條総一郎氏・森大二氏
〃 青年部会第 1 回不動産実務講習会 受講者25名　　　　　　
27 第 1 回宅地建物取引士法定講習 受講者117名　　　　　　

5．　7 後藤田正純氏との意見交換会 清水会長他 6 名　　　　
9 阿南市役所不動産無料相談会 角田健造氏・守野英樹氏

〃 第 1 回研修委員会 友成委員長他 6 名　　　
10 第 2 回常務会 清水会長他 7 名　　　　
11 徳島市役所不動産無料相談会 佐川正師氏・出口大輔氏
15 第 1 回理事会 理事27名・監事 3 名　　
16 鳴門市役所不動産無料相談会 西山良伸氏・後藤銀三氏
22 第 1 回女性部会運営委員会 藤枝部会長他 6 名　　　
〃 第 2 回青年部会役員会 出口部会長他 5 名　　　
23 徳島市役所不動産無料相談会 八田隆志氏・山本純氏　
24 第 1 回臨時理事会 理事18名・監事 3 名　　
26 第 2 回臨時理事会 理事21名・監事 3 名　　

6．　6 第 3 回常務会 清水会長他 7 名　　　　
8 徳島市役所不動産無料相談会 小西孝英氏・藤枝美紀氏

13 第11回定時総会 出席57名・委任状413名　
〃 阿南市役所不動産無料相談会 髙山正好氏・米田宏明氏

17・18 会員親睦旅行 参加者19名　　　　　　
19 女性部会総会 出席者20名　　　　　　
20 鳴門市役所不動産無料相談会 西谷耕平氏・中原宏典氏
27 徳島市役所不動産無料相談会 實平髙章氏・佐川正師氏
〃 第 2 回青年部会不動産実務講習会 受講者13名　　　　　　

各 種 会 議 等 一 覧

Ⅰ．協会関係
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年　月　日 会　　議　　名　　・　　出　　席　　者

Ｒ　5．　6．　30 第 1 回広報委員会 松本委員長他 7 名　　　
7．　3 本部研修会 受講者139名　　　　　　

5 第 4 回常務会 清水会長他 7 名　　　　
10 第 2 回女性部会運営委員会 藤枝部会長他 7 名　　　
11 阿南市役所不動産無料相談会 守野英樹氏・佐藤守氏　
13 徳島市役所不動産無料相談会 宮浦武夫氏・馬詰至宏氏
18 第 1 回不動産無料相談所員会 藤澤所長他 7 名　　　　
〃 青年部会総会 出口部会長他16名　　　
〃 鳴門市役所不動産無料相談会 後藤銀三氏・八木稔男氏
19 第 1 回流通情報委員会 青山委員長他 6 名　　　
20 第 1 回綱紀委員会 小西委員長他 8 名　　　
25 第 1 回財務委員会 田中委員長 6 名　　　　
〃 第 3 回青年部会役員会 出口部会長他 2 名　　　
〃 徳島市役所不動産無料相談会 小西孝英氏・東田麗子氏
26 第 1 回総務委員会 喜田委員長 6 名　　　　

8．　8 阿南市役所不動産無料相談会 米田宏明氏・石塚優希氏
9 第 2 回研修委員会 友成委員長他 4 名　　　

10 徳島市役所不動産無料相談会 田中純子氏・峠康志氏　
21 第 5 回常務会 清水会長他 7 名　　　　
22 徳島市役所不動産無料相談会 青山博文氏・内藤正則氏

9．　4 第 2 回理事会 理事25名・監事 3 名　　
5 青年部会・ＴＲＥＩＮ合同研修会 受講者41名　　　　　　

12 第 6 回常務会 清水会長他 7 名　　　　
〃 阿南市役所不動産無料相談会 米田三紀氏・守野英樹氏
14 徳島市役所不動産無料相談会 藤澤健司氏・藤枝美紀氏
19 第 2 回宅地建物取引士法定講習 受講者112名　　　　　　
〃 鳴門市役所不動産無料相談会 西山良伸氏・八木稔男氏
26 女性部会研修会 受講者17名　　　　　　
〃 徳島市役所不動産無料相談会 佐川正師氏・出口大輔氏
28 支部長会 清水会長他13名　　　　

10．10 第 4 回青年部会役員会 出口部会長他 3 名　　　
〃 阿南市役所不動産無料相談会 田中勇一氏・野﨑聖一氏
11 第 7 回常務会 清水会長他 6 名　　　　
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年　月　日 会　　議　　名　　・　　出　　席　　者

Ｒ　5．　10．　12 徳島市役所不動産無料相談会 八田隆志氏・宮浦武夫氏
16 第 3 回女性部会運営委員会 藤枝部会長他 5 名　　　
17 鳴門市役所不動産無料相談会 西谷耕平氏・後藤銀三氏
19 第 2 回綱紀委員会 小西委員長他 7 名　　　
20 吉野川市役所不動産無料相談会 松本武夫氏・中村史治氏
24 徳島市役所不動産無料相談会 東條総一郎氏・森大二氏
26 第 2 回流通情報委員会 青山委員長他 8 名　　　

11．　1 第 2 回広報委員会 松本委員長他 6 名　　　
7 県議会との顔合わせ会 清水会長他 6 名　　　　

〃 綱紀委員会事務所巡回 小西委員長他 3 名　　　
9 綱紀委員会事務所巡回 小西委員長他 4 名　　　

〃 徳島市役所不動産無料相談会 田中純子氏・實平髙章氏
14 阿南市役所不動産無料相談会 橋本秀樹氏・才見康子氏
15 令和 5 年度上半期監査 監事 3 名　　　　　　　

　〃 第 8 回常務会 清水会長他 7 名　　　　
17 吉野川市役所不動産無料相談会 松本武夫氏・中村史治氏
21 鳴門市役所不動産無料相談会 西山良伸氏・中原宏典氏
28 徳島市役所不動産無料相談会 宮浦武夫氏・馬詰宏至氏

12．　1 親睦旅行 参加者19名　　　　　　
5 青年部会第 3 回不動産実務講習会 受講者12名　　　　　　
6 第 3 回法定講習 受講者68名　　　　　　
7 第 3 回理事会 理事22名・監事 3 名　　

11 本部研修会 受講者117名　　　　　　
12 女性部会会員研修 参加者 9 名　　　　　　
〃 阿南市役所不動産無料相談会 岩佐幸治氏・川田隆夫氏
14 徳島市役所不動産無料相談会 天満啓仁氏・湯浅真一郎氏
15 吉野川市役所不動産無料相談会 松本武夫氏・中村史治氏
19 鳴門市役所不動産無料相談会 後藤銀三氏・八木稔男氏
20 第 9 回常務会 清水会長他 7 名　　　　
26 徳島市役所不動産無料相談会 清水哲也氏・實平髙章氏

Ｒ　6．　1．　9 阿南市役所不動産無料相談会 米田宏明氏・藤倉一路氏
11 令和 6 年新年互礼会 出席者84名　　　　　　
〃 徳島市役所不動産無料相談会 八田隆志氏・宮浦武夫氏
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年　月　日 会　　議　　名　　・　　出　　席　　者

Ｒ　6．　1．　16 鳴門市役所不動産無料相談会 西谷耕平氏・中原宏典氏
17 第10回常務会 清水会長他 7 名　　　　
19 吉野川市役所不動産無料相談会 松本武夫氏・中村史治氏
23 徳島市役所不動産無料相談会 藤澤健司氏・東田麗子氏
29 新入会員研修会 受講者43名　　　　　　

2．　1 第 3 回広報委員会 松本委員長他 5 名　　　
5 第 3 回綱紀委員会 小西委員長他 9 名　　　
6 第 4 回宅地建物取引士法定講習 受講者80名　　　　　　
7 不動産業新規開業支援セミナー 受講者13名　　　　　　
8 第 2 回総務委員会 峠副委員長他 3 名　　　

〃 第 2 回財務委員会 田中委員長他 7 名　　　
〃 徳島市役所不動産無料相談会 佐川正師氏・出口大輔氏
9 第 3 回流通情報委員会 青山委員長他 6 名　　　

13 第 2 回不動産無料相談所員会 藤澤所長他 7 名　　　　
〃 阿南市役所不動産無料相談会 橋本秀樹氏・才見康子氏
16 吉野川市役所不動産無料相談会 中村史治氏・吉本健二氏
19 第 3 回研修委員会 友成委員長他 6 名　　　
20 鳴門市役所相談会 西山良伸氏・八木稔男氏
22 第11回常務会 清水会長他 7 名　　　　
27 徳島市役所不動産無料相談会 馬詰至宏氏・内藤正則氏
28 支部選挙管理委員説明会 支部選挙管理委員17名　

3．12 阿南市役所不動産無料相談会 米田宏明氏・大川和仁氏
14 第12回常務会 松本副会長他 6 名　　　
〃 徳島市役所不動産無料相談会 小西孝英氏・天満啓仁氏
15 吉野川市役所不動産無料相談会 松本武夫氏・大谷鉄臓氏
19 鳴門市役所不動産無料相談会 西谷耕平氏・後藤銀三氏
21 第 4 回理事会 理事27名・監事 3 名　　
26 徳島市役所不動産無料相談会 田中純子氏・峠康志氏　
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年　月　日 会　　議　　名　　・　　出　　席　　者

Ｒ　5．　4．　5 全宅連広報啓発委員会 清水会長　　　　　　
10 西日本不動産流通機構打ち合わせ会 清水会長　　　　　　

5．　8 西日本不動産流通機構企画システム委員会 青山流通情報委員長　
11 全宅保証総務・財務合同委員会 清水会長　　　　　　
17 全宅連常務理事会 清水会長　　　　　　
〃 全宅連ブランディング検討会 清水会長　　　　　　
31 全宅保証理事会 清水会長　　　　　　
〃 全宅連理事会 清水会長　　　　　　

6．　2 全宅連西日本地区指定流通機構理事会 清水会長　　　　　　
〃 西日本不動産流通機構理事会 清水会長　　　　　　
〃 全宅連中国・四国地区連絡会 清水会長　　　　　　
5 四国地区土地政策推進連携協議会総会（Ｗｅｂ）

 清水会長　　　　　　
14 宅地建物取引士試験事務説明会（Ｗｅｂ）

 鹿島事務局長・大谷事務次長
19 全宅連四国地区連絡懇話会正副会長会 清水会長・鹿島事務局長
〃 全宅連四国地区連絡懇話会定期総会 清水会長他 3 名　　　
〃 四国地区不動産公正取引協議会理事会 清水会長・鹿島事務局長
〃 四国地区不動産公正取引協議会定期総会 清水会長他 3 名　　　
20 西日本不動産流通機構定時総会 清水会長他 2 名　　　
〃 西日本不動産流通機構理事会 清水会長他 2 名　　　
27 全宅保証定時総会 清水会長他 2 名　　　
〃 全宅連定時総会 清水会長他 2 名　　　
28 全宅管理社員総会 清水会長他 3 名　　　

7．10 徳島市空家等対策協議会 清水会長　　　　　　
20 甲信越地区協会女性部会・青年部会合同研修会（Ｗｅｂ）

藤枝部会長他 2 名　　
28 徳島県生活困窮者自立支援プラットフォーム会議（Ｗｅｂ）

鹿島事務局長　　　　
8．17 徳島県被災者支援推進ネットワーク会議 鹿島事務局長　　　　

29 宅地建物取引士試験事務説明会（Ｗｅｂ）
 鹿島事務局長・大谷事務次長

Ⅱ．全宅連その他の関係
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年　月　日 会　　議　　名　　・　　出　　席　　者

Ｒ　5．　8．30 ハトサポＢＢ等に関する説明会（Ｗｅｂ） 鹿島事務局長　　　　
9．　3 岡田日出則氏黄綬褒章受章祝賀会 清水会長　　　　　　

5 全宅連広報啓発委員会（Ｗｅｂ） 清水会長　　　　　　
8 全宅管理情報交換会（Ｗｅｂ） 八田理事　　　　　　

9・10 住まいと暮らしメッセ2023 藤澤無料相談所長他 7 名
16 伊藤亘氏黄綬褒章受章祝賀会 清水会長　　　　　　

10．　3 重要土地等調査法第 3 回区域指定にかかる宅建協会向け説明会（Ｗｅｂ）
清水会長・鹿島事務局長

12 西日本不動産流通機構企画システム委員会 青山流通情報委員長　
17 西日本不動産流通機構活性化会議 清水会長　　　　　　
19 全宅保証第 2 回総務・財務合同委員会 清水会長　　　　　　
〃 徳島県安全で安心なまちづくり推進大会 藤澤副会長　　　　　
30 レインズ情報項目等についての説明会（Ｗｅｂ）

 鹿島事務局長　　　　
11．　4 河端信雄氏黄綬褒章受章祝賀会 清水会長　　　　　　

16 全宅連常務理事会 清水会長　　　　　　
18 青木亨氏黄綬褒章受章祝賀会 清水会長　　　　　　
23 瀬川信義氏旭日双光章受章祝賀会 清水会長　　　　　　
28 全宅連理事会 清水会長　　　　　　
〃 全宅保証理事会 清水会長　　　　　　
〃 西日本不動産流通機構企画システム委員会 青山流通情報委員長　
29 全宅管理理事会 八田理事　　　　　　
30 全宅連中国・四国地区連絡会研修会 清水会長他 6 名　　　

12．　8 全宅連広報啓発委員会 清水会長　　　　　　
14 宅地建物取引士資格試験事務総括会議 鹿島事務局長　　　　
21 徳島県立入検査 松本副会長他 3 名　　

Ｒ　6．　1．17 宅地建物取引士資格試験システム検証ガイダンス（Ｗｅｂ）
鹿島事務局長・大谷事務次長

24 全宅連・全宅保証新年賀詞交歓会 清水会長　　　　　　
31 空き家特措法説明会（Ｗｅｂ） 藤澤副会長他 2 名　　
〃 徳島県危機管理総合調整会議 清水会長　　　　　　

2．　6 全宅連中国・四国地区連絡会 清水会長　　　　　　
27 西日本不動産流通機構企画システム委員会 青山流通情報委員長　
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年　月　日 会　　議　　名　　・　　出　　席　　者

Ｒ　6．　3．　1 都道府県宅建協会・本部事務局長会議（Ｗｅｂ）
 鹿島事務局長　　　　

4 宅地建物取引士試験事務説明会（Ｗｅｂ）
 鹿島事務局長・大谷事務次長

5 全宅連西日本地区指定流通機構理事会 清水会長　　　　　　
〃 西日本不動産流通機構理事会 清水会長　　　　　　
6 全宅連四国地区連絡懇話会正副会長会議 清水会長・鹿島事務局長

〃 四国地区不動産公正取引協議会理事会 清水会長・鹿島事務局長
〃 全宅連四国地区連絡懇話会・四国地区不動産公正取引協議会合同研修会

清水会長他 6 名　　　
10 泉藤博氏黄綬褒章受章祝賀会 清水会長　　　　　　
11 宅地建物取引士試験事務説明会 大谷事務次長　　　　
12 全宅保証総務・財務合同委員会 清水会長　　　　　　
13 全宅連常務理事会 清水会長　　　　　　
22 全宅保証理事会 清水会長　　　　　　
〃 全宅連令和 5 年度臨時総会 清水会長　　　　　　
〃 全宅連理事会 清水会長　　　　　　
〃 小松島市における空家等対策の推進に関する連携協定式

喜田総務委員長・鹿島事務局長

28 レインズ情報等検討委員会 清水会長　　　　　　
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